
【園児の場合】

【同居する家族の場合】

新型コロナウイルス感染症に関わるこども園の対応について

風邪症状がある

お休みいただくようお願いします。なお37.5℃以上の発熱等が認められた場合
に
お休みいただく期間は解熱後24時間以上経過し、呼吸器症状が改善傾向となる
までです。

感染した
治癒するまでの期間お休みとなります。
保健所等の指示や助言により期間を決めるようお願いします。

濃厚接触者になった

お休みいただくようお願いします。感染された方と最後に接触した日から起算
して
2週間程度を想定していますが、保健所等の指示や助言により期間を決めるよう
お願いします。

濃厚接触者になった

園児もお休みいただくようお願いします。感染された方と最後に接触した日か
ら
起算して2週間程度を想定していますが、保健所等の指示や助言により期間を
決めるようお願いします。

PCR検査を受けた
PCR検査の結果が出るまでは園児もお休みいただくようお願いします。結果が
陰性の場合は、保健所等の指示や助言により期間を決めるようお願いします。

PCR検査を受けた
PCR検査の結果が出るまではお休みいただくようお願いします。結果が陰性の場
合は、保健所等の指示や助言により期間を決めるようお願いします。

風邪症状がある

風邪症状で会社･学校･こども園などを、お休みしている場合は、
お休みいただくようお願いします。
（特に、当園に通うご兄弟は対象になりますのでよろしくお願いいたしま
す。）

感染した
園児が濃厚接触者、PCR検査を受けた場合の欄を参照してください。
保健所等の指示や助言により期間を決めるようお願いします。


